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年
十
一
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社
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民
会
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お
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費
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の
前
提
に
関
す
る
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書
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社
会
保
障
国
民
会
議
に
お
け
る
将
来
医
療
費
推
計
の
前
提
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

平
成
二
十
年
十
月
二
十
七
日
付
で
「
社
会
保
障
国
民
会
議
に
お
け
る
将
来
医
療
費
推
計
の
前
提
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
を

提
出
し
、
同
年
十
一
月
四
日
に
、
政
府
答
弁
書
（
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
呼
ぶ
）
を
受
領
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、

前
回
答
弁
書
を
見
る
限
り
、
社
会
保
障
国
民
会
議
の
将
来
医
療
費
推
計
は
、
恣
意
的
な
過
大
推
計
と
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
こ
で
、
改
め
て
論
点
を
明
確
に
す
る
た
め
、
以
下
再
質
問
す
る
。
な
お
、
社
会
保
障
国
民
会
議
の
推
計
が
、
「
掛
け
値
な

し
」
の
も
の
で
あ
り
、
国
民
的
議
論
の
土
台
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
政
府
が
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
今
回
の
主
意
書
に
対
し
て

は
、
前
回
答
弁
書
の
よ
う
に
論
点
を
は
ぐ
ら
か
す
よ
う
な
こ
と
は
行
わ
ず
に
、
正
面
か
ら
、
誠
実
に
、
一
問
ご
と
に
、
答
弁
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

一

前
回
答
弁
書
で
政
府
は
、
「
社
会
保
障
国
民
会
議
の
将
来
医
療
費
推
計
の
ケ
ー
ス
�
の
第
一
項
で
は
、
薬
価
材
料
部
分
の

診
療
報
酬
改
定
率
本
体
を
無
視
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
平
成
三
十
七
年
度
の
医
療
費
推
計
は
、
薬
価
材
料
部
分
の
診
療
報
酬

改
定
率
本
体
を
含
め
た
場
合
よ
り
、
約
九
な
い
し
十
兆
円
も
過
大
と
な
っ
て
い
る
。
」
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
し
か
し
、
薬
価
材
料
部
分
の
改
定
は
、
二
年
に
一
回
必
ず
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ

の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
社
会
保
障
国
民
会
議
の
平
成
三
十
七
年
度
の
医
療
費
推
計
は
、
恣
意
的
な
操
作
に
よ
っ
て
、
少
な
く

一



と
も
九
な
い
し
十
兆
円
に
の
ぼ
る
水
増
し
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
が
、
政
府
の
見
解
は
い
か
が
か
。

二

前
回
答
弁
書
を
見
る
と
、
社
会
保
障
国
民
会
議
の
将
来
医
療
費
推
計
の
ケ
ー
ス
�
の
第
二
項
で
用
い
ら
れ
た
二
・
二
％
と

い
う
医
療
高
度
化
に
よ
る
伸
び
率
に
つ
い
て
は
、
「
医
療
費
の
将
来
見
通
し
に
関
す
る
検
討
会
」
（
以
下
「
検
討
会
」
と
呼

ぶ
）
で
示
さ
れ
て
い
る
と
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
一
回
検
討
会
の
「
資
料
二
の
一

厚
生
労
働
省
が
提
示
し
て
い
る
医
療
費
の

将
来
見
通
し
と
そ
の
手
法
」
を
見
る
と
、
五
頁
に
、
平
成
十
二
年
度
か
ら
十
五
年
度
ま
で
の
「
自
然
増
（
医
療
の
高
度
化

等
）
」
と
し
て
、
二
・
二
％
と
い
う
伸
び
率
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
二
・
二
％
と
い
う
伸
び
率
は
、
制
度
改

正
の
影
響
に
よ
る
伸
び
率
を
根
拠
と
し
て
算
出
さ
れ
て
い
る
が
、
制
度
改
正
の
影
響
に
よ
る
伸
び
率
は
、
「
精
度
の
低
い
方

法
に
よ
り
計
算
し
た
ご
く
粗
い
数
値
」
に
す
ぎ
な
い
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
二
・
二
％
と
い
う
数
値
も
、
「
精
度
の
低

い
方
法
に
よ
り
計
算
し
た
ご
く
粗
い
数
値
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
用
い
た
社
会
保
障
国
民
会
議
の
推
計
も
、
「
精
度
の
低
い
方

法
に
よ
り
計
算
し
た
ご
く
粗
い
数
値
」
で
あ
る
と
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
い
か
が
か
。

右
質
問
す
る
。

二


